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第４４回原子力小委員会に対する意見 

 

第４４回原子力小委員会に際して、以下のとおり意見提出させていただきま

す。 

 

〇第７次エネルギー基本計画の受止めと今後の取組みについて 

「第７次エネルギー基本計画」では、特定の電源や燃料源に過度に依存し

ないようバランスのとれた電源構成を目指すこととし、エネルギー安全保障

に寄与し脱炭素効果の高い電源を最大限活用することが明記されたことは、

国民生活の向上とＧＸを両立するエネルギー需給構造の確立に向け、第一歩

が踏み出されたものと受け止めています。 

 先般、女川原子力発電所２号機、島根原子力発電所２号機が、営業運転を

開始しました。今日に至るまで、原子力発電所の安全性向上とエネルギー安

定供給に対する強い使命感の下、日々懸命の努力を重ねてきた関係するすべ

ての方々の真摯な取り組みによるものであります。 

 引き続き、このような「現場力」を維持・発展させていくためにも、第７

次エネルギー基本計画を踏まえて、将来にわたって原子力を持続的に活用す

るべく、人材の確保・定着、ファイナンス整備、バックエンド事業の確実な

推進など、事業環境整備をはじめとした取り組みを着実に進める必要があり

ます。そのためにも、電力需要・発電量の想定に基づいた、電源設備の具体

的な開発・建設目標量を設定するなど、国が主導する形で検討を進めること

が重要と考えます。 

 

〇運転期間の在り方について 

 運転期間から控除される停止期間の考え方については、今回お示ししてい

ただいた内容によって、一定の予見性確保に繋がるものと考えます。 

 運転期間の在り方については、海外先行事例の知見拡充等を含め、高経年

炉の安全性向上等に取り組みつつ、長期運転に係る動向や「Ｓ＋３Ｅ」を巡

る内外情勢等、様々な状況変化を踏まえた客観的な政策評価を行っていただ

き、必要に応じて見直しを行うなどの対応をお願いする。 

 

以 上 


